
長鳥対協第１２号 

 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項及び長岡市財務規則（平成３年長

岡市規則第 15号）第 129条第１項の規定を準用し、一般競争入札を実施するので、次のと

おり公告します。 

 

令和８年６月５日 

 長岡市鳥獣被害対策協議会 会長 西山 裕介     

 

入 札 に 付 す る 件 名 獣害対策用電気柵 

納 期 限 令和８年６月 19日（金曜日）午後３時まで 

納 入 場 所 長岡市三島支所（長岡市上岩井 1261－１） 地内 

入 札 方 式 一般競争入札 

概 要 
イノシシ用電気柵（３段張）を設置するために必要な資材を調達し、

納入する。 

入 札 参 加 資 格  

次のいずれかに該当する者は、入札に参加することができません。 

(1)成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者。 

(2)入札参加申請書を提出するときに国税及び市税を滞納している者。 

(3)地方自治法施行令第 167条の４第２項各号の規定に該当する者で、

その事実があった後２年を経過していない者。 

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団及びその構成員並びに暴力団

の利益となる活動を行う者。 

(5)経営状態が著しく不健全である者。 

設計図書等の閲覧場所 

及 び 閲 覧 期 間  

場 所 
長岡市鳥獣被害対策協議会事務局 

（長岡市農林水産部鳥獣被害対策課内） 

期 間 
令和８年６月５日（金曜日）から６月 10日（水曜日）

の間の午前９時から午後５時まで 

契約条項を示す場所 

及 び 期 間 

場 所 
長岡市鳥獣被害対策協議会事務局 

（長岡市農林水産部鳥獣被害対策課内） 

期 間 
令和８年６月５日（金曜日）から６月 10日（水曜日）

の間の午前９時から午後５時まで 



質 問 期 間 及 び 方 法 

期 間 
令和８年６月５日（金曜日）から６月 10日（水曜日）

の間の午前９時から午後５時まで 

方 法 

質問事項を長岡市鳥獣被害対策協議会事務局のＦＡ

Ｘまで送信した後、確認のため、同事務局まで電話連

絡してください。 

質問回答日及び方法 

回答日 令和８年６月 11日（木曜日） 

方 法 入札参加申請書の提出者にＦＡＸで回答 

入 札 参 加 手 続  

方 法 

入札参加申請書を下記の提出先へ提出してください。 

※入札参加申請のない者は、入札に参加することがで

きませんので、必ず申請してください。 

提出先 
長岡市鳥獣被害対策協議会事務局 

（長岡市農林水産部鳥獣被害対策課内） 

受付期間 
令和８年６月５日（金曜日）から６月 11日（木曜日）

の間の午前９時から午後５時まで 

提出書類 
(1)入札参加申請書 

(2)履歴事項全部証明書（写し可）  

入札の場所及び日時 

場 所 ながおか市民センター３階 ３Ｃ会議室 

日 時 
令和８年６月 12日（金曜日）午前 11時 00分 

※開始５分前までに入室ください。 

開 札 

入札終了後、その場において直ちに開札します。 

※入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、

直ちに再入札を行います。 

内 訳 書 の 提 出  落札者は提出してください。 

入 札 保 証 金  免除 

入 札 の 際 に  

必 要 な 書 類 等  

(1)入札書 

 ※入札金額、日付、入札者を記入・押印の上、当日持参ください。

なお、入札書に記入する金額は、消費税及び地方消費税相当額を除

いた金額とします。 

(2)委任状 

 ※代理人が入札する場合に提出してください。委任状の押印（受任

者の印鑑）と入札者の印鑑は同じものとします。 

入 札 要 領 

(1)代理人をもって入札する場合は、委任状を提出してください。 

(2)入札金額を書き損じた場合は、新たな用紙に書き直してください。 

(3)事由のいかんにかかわらず、提出済みの入札書の書き換え、引き換



え又は撤回することはできません。 

(4)入札の日時に、入札場所に不在の方は、入札に参加することができ

ません。 

契 約 の 締 結  

(1)落札者は、落札決定通知を受けた日から５日以内（土曜日及び日曜

日を除く）に、物品売買契約を締結してください。 

(2)契約しない場合は、その落札は失効するものとします。 

(3)売買代金は、入札書に記入された金額に消費税及び地方消費税相当

額を加算した金額とします。 

契 約 保 証 金  免除 

支 払 方 法 

前払金 無 

部分払 無 

精算払 新潟県からの補助金交付後となります。 

そ の 他 

(1)入札書等は、設計書閲覧の際に配布します。 

(2)入札にあたっては、長岡市の入札に準ずるものとします。 

(3)この公告に記載のない事項については、別途協議します。 

(4)不明な点については、長岡市鳥獣被害対策協議会事務局に照会して

ください。 

 

 長岡市鳥獣被害対策協議会 担当：五十嵐 

 住 所：〒940-0062長岡市大手通２-２-６ ながおか市民センター５階 

 電 話：0258-39-2348 

  ＦＡＸ：0258-39-2284 


